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ウェルネスバレー推進協議会規約 

 

（協議会の目的） 

第１条 この協議会は、全国有数の健康長寿分野関連機関の集積地であるあいち健

康の森及びその周辺地区（以下「ウェルネスバレー」という。）において、健康

長寿の一大拠点の形成を目指すウェルネスバレー構想の実現を図ることを目的と

する。 

 

（協議会の名称） 

第２条 この協議会は、ウェルネスバレー推進協議会（以下「協議会」という。）と

いう。 

 

（協議会の構成団体） 

第３条 協議会は、次に掲げる団体又は機関がこれを設ける。 

(１)国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 

(２)あいち健康の森健康科学総合センター 

(３)あいち小児保健医療総合センター 

(４)大府商工会議所 

(５)東浦町商工会 

(６)株式会社げんきの郷 

(７)社会福祉法人仁至会 

(８)あいち健康の森公園管理事務所 

(９)大府市 

(１０)東浦町 

 

（協議会の担任する事務） 

第４条 協議会は、第１条の目的を達成するため、次に掲げる事務を行う。 

(１)健康長寿を目指す取組の推進に関すること。 

(２)基本理念、目指す方向性及び目標の設定に関すること。 

(３)戦略計画の作成及び進行管理に関すること。 

(４)地元及び周辺機関との情報共有及び相互啓発に関すること。 

(５)先駆的な取組の推進支援及び成果等の情報発信に関すること。 

(６)その他協議会の目的を達成するために必要な事務に関すること。 

 

（協議会の事務所） 

第５条 協議会の事務所は、大府市中央町五丁目７０番地大府市役所内に置く。 
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（組織） 

第６条 協議会は、会長、副会長及び委員１０人以内をもって組織する。 

 

（会長及び副会長） 

第７条 会長及び副会長（以下「役員」という。）は、第３条に掲げる構成団体の長

が、その協議により、構成団体の長の中から選任する。 

２ 役員の任期は、２年とし、再任することを妨げない。ただし、役員が欠けた場

合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、非常勤とする。 

４ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

 

（委員） 

第８条 委員は、第３条に掲げる構成団体の長又は当該構成団体の長が指名するそ

の補助機関たる職員その他協議会が必要を認めた者をもって充てる。 

２ 委員の任期は、２年とし、再任することを妨げない。ただし、委員が欠けた場

合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、非常勤とする。 

 

（事務局） 

第９条 協議会の事務を処理するため事務局を置く。 

２ 事務局に事務局長、第１５条第３項に定める経理責任者その他必要な職員を置

く。 

３ 事務局長は、会長が指名する。 

 

（職員） 

第１０条 事務局の職員の定数及びその構成団体別の配分は、構成団体の長が協議

して定める。  

２ 構成団体の長は、前項の規定により配分された定数の職員をそれぞれ当該構成

団体の職員の中から選任するものとする。 

 

（協議会の会議及び運営委員会） 

第１１条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、第４条に掲げる事務のうち

基本的な事項について審議し、決定する。 
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２ 会議の下に運営委員会を置き、会議で審議する事項について検討するとともに、

前項に規定するもの以外の事項について決定する。 

３ 運営委員会の運営については、別に定める。 

 

（会議の招集） 

第１２条 会議は、会長が招集する。 

２ 在任委員の半数以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長は、会議を

招集しなければならない。 

３ 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、会長があらかじ

め委員に通知しなければならない。 

 

（会議の運営） 

第１３条 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができ

ない。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。 

４ 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くこ

とができる。 

５ 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会議で定める。 

 

（ワーキンググループ） 

第１４条 第４条に掲げる事務のうち、基本的な事項以外の事項であって会議での

検討を踏まえて運営委員会で定めるものを処理するため、協議会にワーキンググ

ループを置き、運営委員会の下で活動させることができる。 

２ 新たに設置するワーキンググループの構成員は、原則として、会議での検討を

踏まえて運営委員会が指名する者とする。 

３ ワーキンググループに座長を置き、会長が指名する。 

４ ワーキンググループの会議は、必要に応じて座長が招集し、議長となる。 

５ ワーキンググループは、運営委員会から付託された事項について検討し、その

結果を運営委員会に報告するものとする。 

６ ワーキンググループの議事その他運営に関し必要な事項は、運営委員会が定め

る。 

 

（会計） 

第１５条 協議会の経費は、大府市若しくは東浦町の交付金又はその他の収入をも
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って充てる。 

２ 前項の規定による各構成団体が交付すべき額その他経費負担に関する事項は、

各構成団体の長の協議により決定するものとする。 

３ 協議会の経理責任者は、大府市産業振興部商工業ウェルネスバレー推進課長と

する。 

４ 協議会に監事を置き、会長が指名する。 

５ 協議会の予算及び決算の議決は、運営委員会で審議し、決定したうえで、年度

の最初に開催する会議で承認を受けるものとする。 

６ 会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

（委任） 

第１６条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、構成団体の協議により会

長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、平成２３年１１月１８日から施行する。 

（規約の失効） 

２ この規約は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、平成２８年７月４日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第１５条第５項の規定は、平成２８年度以降の決算及び平成２９年度

以降の予算について適用し、平成２７年度以前の決算及び平成２８年度以前の予

算については、なお従前の例による。 

 

附 則 

この規約は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この規約は、平成３０年２月２６日から施行する。 

 

   附 則 

 この規約は、令和３年１１月４日から施行する。 
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   附 則 

 この規約は、令和５年４月１日から施行する。 

 


